
【川崎市】二次避難所用備蓄物資の配布について

１ 配布の目的について

  二次避難所の物資については、協定書に基づく求償を基本としていますが、発災後の物資の

移送が容易ではないことから、平時より配布を行い、速やかな二次避難所の開設や新型コロナ

ウイルス感染症等の感染防止対策のため、御活用いただくことを目的としています。

２ 受入対象者

  一次避難所での避難生活において何らかの特別な配慮を要する高齢者及び障害者等の災害時

要援護者及びその親族等で、二次避難所において当該要援護者と共に生活することにより、当

該要援護者の安定した避難生活の確保に寄与する者

３ 今後の配布について

令和３年７月時点の施設実態調査アンケートを踏まえ、各物資希望調査により配布します。

令和３年度は令和４年２月～３月末までに配布予定です。令和４年度以降も各施設の状況を伺

いながら、同様の事業により配布を検討しています。なお、災害用水・食料については、５年

更新（ローリングストック）を想定しています。

※引き続き、災害時における物資の使用は協定書の別表に基づき、求償が可能です。

４ 備蓄物資の使用について

  発災時の二次避難所の開設時の他、当該年度中に使用期限を迎える物資については、使用期

限を迎える前に、各施設の二次避難所開設訓練等に御活用いただくことを想定しています。

参考 配布品目

※希望調査の避難者一人当たりの品目・数量の目安は次のとおりとなります。

配布時は、各施設の意向を確認のうえ配布しています。

ポータブル発電機・電源の配布は令和４年度早々を予定しています。

品目 避難者一人当たりの数量の目安（3日分） 

①災害時用ワンタッチテント １張 

②災害時用折りたたみコット １床 

③備蓄用エアマット １枚 

④組立式簡易トイレ １施設あたり１個 

⑤備蓄用携帯トイレ袋 １５袋 

⑥非常用圧縮毛布 １枚 

⑦災害時用アルミブランケット １枚 

⑧備蓄用おむつ（M～L） （必要な場合）１５枚 

⑨災害用水・食料 １セット ・アルファ化米 ９食 

・純水（500ml）９本 

⑩ポータブル発電機用ガスボンベ １施設あたり３箱（250mL 計 108 本） 

※約５４時間分 


